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■ 論 文

成績評価の何をどのように検討するべきなのか ?

HowshouldwediscussgradingsystemusedinJapaneseuniversL'Oeducation?

西 垣 順 子

大阪市立大学大学教育研究センター

NISHIGAKI,Junko

Centerf♭rResearchandDevelopmentofHigherEducation

Abstract

lthasbeensuggestedthatthegradingsysteminJapanesecollegesisunsuitabletoseⅣeeducationalgoals.

Gradingproceduresincollegeclassesservetwofunctions:assurlngthequalityofeducationandencouraglng

studentstoacqulreapprOpnateleamlngattitudesandstrategleS.Aninappropriategradingsystemcouldlead

tothedeteriorationofthequalityofeducationandpreventstudentsfromachievlngacademicsuccess.Indeed,●
althoughtheJapaneseUniversltyEstablishmentStandardsrequlreSStudentstospendaconsiderableamount

oftimeindoingcoursework,manylnVeStlgationsshowthatmostofJapanesecollegestudentsdonotstudy

enough.MoreoveritisnotsurewhethercollegestudentsknowappropnateleamngStrategy.Analyzlnggrad-

1ngresultisnotenoughtoknowtheactualsituationofgradingsysteminhighereducation.Wehavetoinves-

tlgatehowteachersevaluatetheirstudentsintheirclasses.NowJapaneseuniversitieshavebeenencouraged

tointroducenewtoolstoimprovetheirgradingsystem･TheJapaneseEducationMinistry,forexample,rec-

ommendedtheuseorsyllabusandGPA (gradepointaverage).Thispapercriticallyexa血neswhetherthe

newtoolsreallyimprovethegradingproceduresincollegeclasses.UsingGPAdoesnotalwaysleadsto

appropnateandstrictgradingsystem.Someuniversitieshavebeguntodiscusshowtotakeadvantageof

thosenewtoolstoachievetheirowneducationalmissions･Howfutureresearchonthegradingsystemshould

beconducted,andwhatproblemsneedtobeinvestlgatedtogeneratesuitableideasarediscussed.

キーワード:成績評価､教育の質保証､学生の自律的学習､成績インフレ

Keywords:gradingsystem,qualityassuranceofeducation,students'selトregulatedleamlng,gradeinnation

1.はじめに

日本の大学教育においては､成績評価が十分に機能

してこなかったことは広 く指摘されている｡例えば､

安岡 (2004)は成績評価が ｢いい加減｣であることを

指摘 しているし､島田 (2001)はシケタイ (試験対策)

グループの活躍によって､大学生がいかに要領よく成

績評価 (試験)をパスしていくかを示 している｡ そし

てこのような状況をうけて､昨今の大学教育改革をめ

ぐる議論の中でも､｢厳格な成績評価｣の実施が求め

られることがある (e.g.,大学審議会,1998)｡実際に

｢成績評価の厳格化｣と称する制度改定などの ｢改革｣

に取 り組んだ大学も少なくない｡

だがそもそも日本の大学の成績評価にどのような間
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題点があるのか､どのように正されるべきなのかにつ

いて､根本的な議論がなされているかというと､心も

とないところもある｡本論文では､旧来の成績評価の

実態がどのように問題であるのかを整理 したうえで､

国内の諸大学における成績評価の厳格化に向けた取 り

組みに影響を与えたと考えられる1998年の大学審議会

答申の内容､特にGPA制度が大学教育の運用と効果に

与えうる可能性について検討する｡ その後に､各大学

において様々な取 り組みがなされる中で､成績評価は

しかるべ く機能するようになってきているのか､その

実態を正確に明らかにするには何が必要であるのかに

ついて検討する｡

｣
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2.不適切な成績評価が引き起こす問題

日本における旧来の大学の成績評価に対する批判

は､不適切な成績評価が行われている､または行われ

ている可能性が高いということであろう｡成績評価は

本来､各授業の到達目標に学生が到達しているかどう

かを判定するためのペーパーテス ト等の試験を学生に

課し､その結果を踏まえて行われるものである｡だが

実際には､そのような手続きを経ることなく､例えば

履修登録 した学生全員に ｢優｣を与えるといった成績

評価が行われることがあるとして､問題視されている

のである｡そしてこのような不適切な成績評価の引き

起こす問題は､次のふたつに整理できる｡ひとつは大

学教育の質保証ができなくなるということであり､も

う1つは学生が適切な学習習慣を身につけなくなると

いうことである｡それぞれについて､以下に論じる｡

2.1.教育の質保証ができないという問題

2.2.1.成績評価による教育の質保証機能

学生の単位取得率等の成績評価結果は､大学教育を

評価する際の指標として利用される｡例えばアメリカ

の大学教育においては､学生の単位取得率やリテンシ

ョン率等が､パフォーマンスフアンデイングにおける

教育の質評価の基準として長年にわたり採用されてき

ている｡また日本の大学評価においても､例えば大学

評価 ･学位授与機構が2000年に着手 し2002年に結果を

公表した ｢全学テーマ別評価｣の教養教育に関する評

価では､教育成果を判定するための観点例として履修

状況が挙げられている｡確かに､各授業での成績評価

がそれぞれの授業の到達目標に即 して適切に行われて

いれば､学生の単位取得率や履修状況は､教育成果を

判断するための指標になりうる｡

しかしこのことは同時に､不適切な成績評価が蔓延

すると､大学教育の質保証が不可能になることも意味

する｡先述の大学評価 ･学位授与機構による教養教育

評価においては､｢履修状況から教育の効果を判断す

るという趣旨は理解できなかった｣と､自己点検評価

書で述べている大学もあった (大学評価 ･学位授与機

棉,2002)｡日本の大学教育においては､成績評価が大
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学教育の質を保証する役割を果たせるほど､信頼でき

るものではない可能性を強 く示唆するものである｡

成績評価が教育の質保証の手段として機能しない状

況は､大学によって認められる学位の信頼性の失墜に

もつながる｡学位の信頼性がなくなることは､大学経

営にとって大きな痛手である｡また､コス トをかけて

取得 した学位に信頼性がなければ､職を得る上でも､

海外に留学する上でも不利になることから､学生にと

っても大きな不利益になる｡

2.2.2.アメリカの大学の成績評価の現状

成績評価が教育の質保証機能を果たせなくなる状態

を回避する方策を探る上で､実際に成績評価が厳格さ

を失っていくプロセスの分析から示唆を得ることがで

きる｡この点について､本稿ではアメリカの実情を概

観する｡

成績評価の信頼性に対する疑問は､実は日本だけの

問題ではない｡日本の大学とは異なって成績評価は厳

しいという評判のアメリカの大学であるが､谷 (2006)

によると ｢楽勝科 目｣や ｢撃沈科目｣が様々に存在す

る事情そのものは､日本の大学とそれほど変わらない｡

｢ジェントルマンのC｣と呼ばれる有力者の子弟にお

情けでC評価を与える慣習もある｡それでも､上述の

ように学生の学業成績が教育の質の評価指標として使

われているように､大学教育で実施される成績評価に

は､一定以上の信頼性が認められていると考えられ

る｡

そのアメリカで昨今話題になっている現象に､成績

インフレ (gradeinnation)と呼ばれる問題がある｡文

字通り､大学において与えられる成績評価が高 くなっ

ている現象である｡例えばRqjstaczer(2003)は､デ

ータの入手が可能であった22の大学 (公立,私立含む)

の学士課程のGPA (本稿の3.2.項参照)の平均値

が､1991年度から2001年度にかけて着実に上昇してい

ることを示 している｡そしてRqjstaczer(2003)は､

このGPAの平均値の変化が､入学試験の一部である

sAT得点の上昇だけでは説明できないとして､昨今の

大学教育における顧客満足志向が成績インフレの背景

にあるのではないかと推測 している｡但し､成績評価

を甘 くすることが原因になって､学生による授業評価
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結果が高 くなるのかどうかについては､議論のあると

ころでもある (e.g.,南,2005;波速,2005)0

成績インフレを抑制するために ｢対策｣を講 じてい

る大学もある｡例えば､プリンス トン大学は2004年か

ら2005年にかけて､学士課程におけるA評価の付与を

35%より少なくするという目標を掲げた成績インフレ

抑制キャンペーンを実施した (Hoover,2004)｡その結

果､2003年度にはA評価が46%あったのに対 して､

2004年度は40.9% までに抑制することに成功 した

(Aronauer,2005)… ｡ しかしこのように機械的にA評

価の割合を制限する施策に対 しては､それが本当に教

育の質の向上につながるのか､疑問もあるだろう｡

2.2.3.成績インフレの背景分析と将来的な課題

このように成績インフレはアメリカの大学で議論に

なっているが､その一方で､本当に成績インフレが起

きているのかについては疑義 もある｡例えばshoicher

(2002)は､3割以上の学士課程学生の成績がCやDで

あることなどから､成績インフレが起きているとは言

えないとしている｡

実際のところ､成績インフレと呼ぶことができる状

況が本当に発生 しているのかどうかは､GPA値の推移

やA取得率を検討 していても明確には分からない｡ も

しも学生の学力等が高 くなっているならば､それはイ

ンフレではないからである｡｢成績インフレ｣の原因

を明らかにしなければ､本当に不適切な成績上昇が発

生 しているのかは不明なままである｡

この点について､Hu(2006)はアメリカの大学で

行われている成績評価をめぐる問題を整理 し､成績イ

ンフレの現状を分析するとともに､問題が改善されな

い場合の将来予測について論 じている｡

Hu(2006)はまず､成績評価をめ ぐる問題の概念

整理を行い､成績上昇 (gradeincrease)､成績インフ

レ (gradeinnation)､成績圧縮 (gradecompression)､

成績不平等 (gradedisparity)の4種類に分類 した.ひ

とつめの成績上昇は過去よりも現在の成績評価が単純

に高いことであ り､これ自体は改善を要する問題であ

るとは限らない｡ふたつめの成績インフレは､同一の

学業遂行状況に対 して与えられる成績が､過去に比べ

て現在は高 くなっている現象である｡3つめの成績庄

縮は､学生の学業遂行状況の良 し悪 Lに関わらず､同

じ成績判定が付与される現象をさす｡例えば､全員に

｢優｣をつけるような成績評価である｡成績圧縮は､

成績評価システムが本来持つ､学業成績に応 じて学生

を選別する機能を弱めてしまい､ひどくなると成績評

価が教育の質保証機能を果たさなくなる｡4つめの成

績不平等は､受講生の学業遂行状況が同じであっても

担当教員によって成績評価が異なる状況であ り､いわ

ゆる鬼教員 (hardprofessor)と仏教貞 (easyprofessor)

が存在する状況をさす｡

その上でHu (2006)は､成績評価システムが機能

不全に陥るまでのプロセスを次のようにモデル化 し

た｡まずは成績不平等が学生の科 目選択に影響を与え

て､いわゆる楽勝科 目に学生が集まるようになる｡そ

の結果､多 くの学生が高い成績をとるようになって､

成績インフレが発生する｡そ して最終的に (高成績で

の)成績圧縮が引き起こされる｡こうなると､学習成

果の如何にかかわらず学生が高い成績を取得するよう

になり､成績評価システムが教育の質保証機能を果た

せなくなってしまう｡

Hu (2006) はこのモデルに従 って､1995年か ら

2003年までに公表された成績評価に関する9つの資料

をレビューし､現在の状況と近い将来の危険性につい

て次の3点にまとめている｡

① 全体的に成績上昇は見られているが､成績インフ

レが全米的に広まっているという確固とした証拠は

みられない｡

② 成績不平等は深刻な問題であり､大学の成績評価

の信頼性の失墜につなが りかねない｡

③ 成績不平等が放置されると､成績判定の甘い授業

への学生の集中が起こると予測できる｡さらに､学

生が高い学業成績を取れるように努力するべきとい

う教員へのプレッシャーの高まりの中で､現在は厳

しい評価をしている授業の成績判定が今後は甘 くな

ることも予想される｡

これらのことからHu(2006)は､成績評価システ

ムの信頼性が損なわれる成績圧縮という事態が､いず

れは発生する可能性があると警告 している｡

Hu(2006)の研究は､成績評価の信頼性が損なわ

れるようになるまでのプロセスの出発点に､成績不平

3
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等現象と教員への偏ったプレッシャー (学生に好成績

を挙げさせるべきというプレッシャー)があることを

説明 してお り､またアメリカの大学教育における成績

評価が機能不全に陥る可能性 も指摘 しているので､成

績評価をめぐって今後進められるべ き研究や対策を考

える上で示唆に富んでいる｡その一方で､GPA値やA

評価の分布といった成績評価の ｢結果｣をデータとし

て利用 していることからくる限界 もある｡Hu(2006)

自身も述べていることであるが､成績評価は複雑に複

数の要因が絡み合って行われるものであるので､その

実態を解明するためには成績評価が行われるプロセス

をより詳細に分析 しなければならない｡

今後､成績評価が教育の質保証機能を十分に果たせ

るように対策を検討する上では､教員による成績評価

の厳 しさに実際にはどの程度のばらつき (不平等)が

あるのか､学生に好成績を与えるべ きというプレッシ

ャーを教員がどの程度感 じていて､それが試験問題作

りや採点にどの程度影響 しているのかといった具体的

な事柄に関して､その実態を示すデータの蓄積と分析

が､これから必要になる｡

2.3.学生が学習しなくなる､不適切な学習を身に

つけるという問題

2.3.1.成績評価が学生の学習姿勢を形成する機

能

成績評価には､前節で述べた教育の質保証機能の他

に､学生の適切な学習姿勢を形成する機能もある｡一

生懸命勉強をしたつもりだったのに成績評価が低けれ

ば､学生は ｢何が足 りなかったのだろう｣と自分の学

習を振 り返るだろう｡逆に､手を抜いていたのに高い

成績を得 られたら､｢この程度でよいのだ｣という認

識を形成するだろう｡どのような成績評価が行われる

かは､学習者の学習行動に大 きく影響する｡それゆえ

に成績評価は大学教育においてもその教育活動の重要

な構成要素である｡実際に､大学教員向けの教授法の

解説やいわゆるベス トティーチヤーの実践を紹介 して

いる本の多 くが､成績評価方法についても取 り上げて

いる (e.蛋.,池田 ･戸田山 ･近田 ･中井,2001;Baiれ,

2004)｡本項では以下に､成績評価が学習姿勢を形成

する機能について､学習時間という学習の量 と学習方

4

法の適切 さという学習の質の両方からそれぞれ検討す

る｡

2.3.2.学生の学習時間 (授業時間外学習)の少

なさ

日本の大学生の学習時間が少ないことは､多 くの調

査データで確認済みである｡例えば串本 (2006)は､

国内の18大学に在籍する 1年生3,000人あまりと4年

生2,300人あまりから回答 を得た調査データを分析 し

た｡その結果､｢授業の準備のための学習｣が週に 6

時間以上 (1日あたり1時間以上)あった学生は15%

程度であった｡また､西垣 ･矢部 (未発表)では､成

績評価の厳 しい授業でも60%､成績評価の甘い授業で

は90%もの学生が､週当た りの当該授業の自習時間が

1時間未満であったと回答 していた｡さらに大阪市立

大学においても､大阪市立大学学生部 (2003)による

学生生活実態調査報告書によると､授業以外の 1日の

勉強時間 (研究､読書を含む)が 1時間未満の学生が

6割以上いる｡

大学設置基準では､1単位は45時間分の学習時間に

相当するとされている｡週 1コマの講義科 目の場合､

多 くの場合には1セメスター (15週)で 2単位が付与

されるので､授業時間の2倍の授業時間外学習を求め

られる計算になる｡この点から考えても､日本の学生

の授業時間外学習時間の少なさは問題である｡そして

本論文の冒頭でも触れたような成績評価の甘 さが､こ

のような実態の背景のひとつとしてあることは容易に

推測できる (2)0

大学の学業は学生の自発性を尊重するべ きという主

張には一理あるが､学生全員に自発性のみを求めるの

は現実的ではない｡成績評価の ｢いい加減さ｣｢甘さ｣

によって､学生が学業に励 まなくなってしまうことは

十分に予測できることである｡実際に西垣 ･矢部 (未

発表)では､成績評価が甘いと学生が予測 している授

業 と,厳 しいと学生が予測 している授業を比較 し,成

績評価が甘い授業での学生の授業時間外学習時間は有

意に短いことを報告 している｡

2.3.3.誤った学習態度を形成する可能性

不適切な成績評価は､単に学生が学習 しないという
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だけではなく､より深刻な結果 もまねきうる｡それは､

適切な成績評価が行われないと､学生が誤った学習習

慣や学習に対する認識を身につけて しまうことであ

る｡

この点について､中等教育を対象とした教育心理学

研究において現在問題になっている代表的な現象とし

て､ごまか し勉強 (藤揮,2002)をあげることができ

る｡ごまかし勉強というのは､藤淳 (2002)が1990年

代以降の中高生の学習実態 (特にテス ト勉強の実態)

を分析 して発見 した現象である｡本当は何 も身につけ

ていないのに､テス ト (主に出題範囲が限定 された定

期テス ト)で点数だけは取れる勉強の方法で､具体的

には､学習する内容を理解 した り考えたりすることを

せず､｢これだけは覚えよう｣といった類の タイ トル

のついた参考書 に書かれている事項のみを丸暗記す

る｡学校でノー トの点検などがある場合は､教科書ガ

イドを丸写 しする｡

学習事項を理解せず､要点がどこにあるのかも考え

ずに丸暗記をすることは､真の意味での知識形成では

ない (31｡だが､学習内容 (ここではテス ト範囲)が

少ないと､ごまかし勉強でも定期テス トでは悪 くない

点数が取れてしまうのである｡藤津 (2002)の分析に

よると､ごまか し勉強が90年代に入って増え始めた背

景には､学習内容の削減がある｡

そしてより深刻なことは､多 くの生徒たちが ｢ごま

かし勉強｣は誤った学習方法であると認識 していない

ことである H).これはつまり､それまでごまか し勉

強で ｢成功｣してきたために､成績評価が誤った学習

態度を形成 してしまった結果 と考えることができる｡

藤滞 (2002)の分析は中学高校生を対象としたものだ

が､大学でも同様の現象が起 きないとは限らない｡

2.3.4.適切な学習姿勢を形成する機能からの成

績評価の実態調査の必要性

このように成績評価には学生の学習姿勢を形成する

機能があり､不適切な成績評価は不適切な学習姿勢を

形成する可能性が高いことを考慮すると､成績評価の

あり方を議論する上では､A評価を授与 される割合 と

いった非常に単純な意味での成績評価の厳 しさのみを

検討の対象とするのでは不十分であることがわかる｡

5

成績評価による適切な学習姿勢を形成する機能が有

効に働 くためには､当然なが ら試験の問題は､授業の

到達目標に即 したもの､つまり学生に何をどのように

学ばなければならないかを理解 させる問題でなければ

ならない｡そして試験の結果 もできるだけ速やかに学

生にフィー ドバ ックされなければならない｡このよう

な試験の実施 と結果のフィー ドバックが積み重なって

いけば､学生は何をどのように学習するべ きなのかに

ついて､正 しい認識を形成 してい くことができるので

ある｡

よって成績評価の実態を調査するためには､教員が

どのような試験 を実施 しているのかといったより具体

的な事柄を検討 しなければならない｡またさらに､試

験を実施するまでに学生にどのようなガイダンスを与

えているのか､学生へのフィー ドバックをどうするの

かといった､大学教育現場で行われている教授法の実

態 も視野に入れた検討が必要である｡

このことは､前節で述べた成績評価による教育の質

保証機能の検討で必要 とされることとも結果的に一致

する部分が大 きい｡結局のところ､成績評価について

は､その実態 を調査するにせ よ改善策を提案するにせ

よ､成績判定 という成績評価結果のみに着 目していた

のでは不十分なのである｡

3.日本における問題解決に向けた取り組み

3.1.1998年の大学審謙会答申とそれ以降

では実際には､日本の大学教育では適切な成績評価

の実現に向けて､どのような動 きがあるのだろうか｡

この点を振 り返るために本節では､日本の大学におけ

る成績評価の ｢厳格化｣に向けた対応について概観す

る｡本稿の冒頭でも述べたように､日本の大学におい

ては成績評価が十分に厳格で公正でない (またはその

可能性が高い)という現状がある｡串本 (2004)は教

養教育の成果を評価する指標 としての履修状況データ

の利用可能性について､成績評価の厳格化が議論の風

上にある現状では履修状況データが教育効果の判断材

料として了承 されないのもある意味では当然であると

述べている｡

この状況が､上述のHu (2006)のモデルでいうと

ころの末期状態 (成績圧縮のために､成績評価が教育
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の質保証機能を果たせなくなっている状態)に相当す

ることを､直接的に示しているデータはない｡ただし､

信州 ･大学地域連携プロジェクト(2005)の調査では､

学生の授業時間外学習時間の多少に関わらず､履修登

録単位数と単位取得数の間に一貫 して0.95を超える非

常に高い相関があったことを示しており､学習時間を

目安にする限りにおいては成績圧縮の状態にあると言

える調査結果も存在している｡

このような現状を放置することは､第2節でも述べ

たように､学生に対しても大学に対 しても深刻なダメ

ージにつなが りかねない｡そして当然のことながら､

昨今の大学教育改革をめぐる動向の中でも､｢成績評

価の厳格化｣が強 く要請されるに至っている｡実際に､

成績評価の ｢厳格化｣とされる施策に取 り組んでいる

大学もある｡

国内の諸大学が具体的な行動を始めるきっかけにな

ったのは､1998年に大学審議会が出した ｢21世紀の大

学像と今後の改革方策について-競争的環境の中で個

性が輝 く大学 (答申)｣(以下､21世紀答申)である｡

この答申には次のような記述があった｡

(イ)成績評価基準の明示等

学生の卒業時における質の確保を図るため,

教月は学生に対 してあらかじめ各授業における

学習目標や目標達成のための授業の方法及び計

画とともに,成績評価基準をシラバスなどに明

示 した上で,厳格な成績評価を実施すべきであ

る｡成績評価基準は各授業科 目を担当する教員

が授業の目的等に沿って適切に定めるべきもの

であり,学期末の試験のみでなく学生の授業へ

の出席状況,宿題への対応状況,レポー ト等の

提出状況等,日常の学生の授業への取組と成果

を考慮 して多元的な基準を設定することが望ま

しい｡

(中略 :セメスター制に関する文言)

(ウ)厳格な成績評価

厳格な成績評価については,例えばGPAと呼

ばれる制度を活用した取組を行っている大学も

ある｡各大学においては,このような例も参考

としつつ,各大学の状況に応 じた厳格な成績評

価の仕組みを整備 していくことが必要である｡

なお,厳格な成績評価の実施により最低限の質

の確保を行うと同時に,優秀な成績を修めた学

生には表彰を行うなど,学生の学習意欲を刺激

するような仕組みを導入することも重要であ

る｡

(｢第 2章 大学の個性化を目指す改革方策 第

1節 課題探求能力の育成 第 1項 学部教育

の再構築｣の下位項 目 ｢教育方法の改善一責任

ある授業運営と厳格な成績評価の実施｣の中の

記述)

この21世紀答申を受けて､日本国内で成績評価の厳

格化の具体的な方法として広がり始めたのが､シラバ

スとGPA制度の導入である｡文部科学省が毎年公表 し

ている調査報告 ｢大学における教育内容の改善等につ

いて｣(文部科学省,2006)によると､平成16年では

703大学 (約99パーセント)がシラバスを作成 してい

る｡また､GPA制度を導入 した大学は､全大学の約

28%であり､前年の約24%よりも増加 していた｡

21世紀答申が､第2節で述べた成績評価の 2機能の

両方を踏まえた提言を行っているのかどうかは､原文

からは明確には読み取れない｡だが､単位制度を実質

化させることに関する記述がいくつか見られ､かつ日

本の単位制度は学生の授業時間外学習時間も含めた単

位制度になっていることなどから､成績評価には学生

の学習成果を適切に判定する教育の質保証機能ととも

に､学習を適切に促進する機能も結果として期待 して

いると考えられる｡

だがシラバスもGPA制度も､単にそれらを導入する

だけで成績評価の厳格化や改善につながるものではな

い｡この点について次項以降で述べる｡

3.2.｢厳格な成績評価｣とGPA制度

前項で述べたシラバスとGPA制度のうち,シラバス

は21世紀答申にあるとおりであるが､GPA制度には注

意が必要である｡

GPA制度とは次のような制度である｡GPAは学業平

均値と訳されることもある｡各授業の成績評価を､上

位成績から順にS､A､B､C(以上が単位認定)とF

(いわゆる不可)の評定で実施する｡この際に､Sに4

点､Aに3点､Bに2点､Cに1点,Fに0点のグレー

6
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ド･ポイントを付与する｡このグレー ド･ポイントに

当該授業で取得できる単位数を掛け､履修登録 した授

業分のすべてのポイントを合計 した上で､その合計ポ

イントを履修登録単位数で割ったものがGPAである｡

GPAは､授業ごとの成績を結合 して､学生個人の学

業成績全体を把握するためのひとつの数値ではある｡

ひとつの特徴 として､たとえ単位取得数は卒業や進級

するに十分であっても､低い成績ばかりをとっている

とGPAが低 くなるということがある｡このことから､

単位取得数で卒業判定をする方法を ｢学ぶ量｣を問う

評価､GPAを利用する方法を ｢学ぶ質｣を問う評価と

呼ぶ人もいる (吉原,2003)0

GPAを使って卒業や進級､セメスター中に履修登録

できる単位数が決まったり､奨学金の判定などが行わ

れるGPA制度は､米国の大学では一般的に用いられて

いる成績システムである｡また､日本国内でも国際基

督教大学などは開学当時から導入 していた｡

だがGPA制度は ｢厳格な成績評価｣ではない｡ひと

つひとつの授業の成績評価が不適切に甘ければ､GPA

値も高 くなるだけのことである｡また上述のような算

出方法が本当に適切であるのかについても議論があ

る｡これらのことについては､21世紀答申以降に大学

教育研究者の間でも指摘されている (e.g.,西垣,2003;

半田,2006)｡さらに絹川 (2006)では､｢厳格な成績

評価 とGPA制度は直接 には関係 しない (p.191)｣

｢GPA制度そのものは無機質である (p.195)｣と明言

している｡関学当初からGPA制度を運用 してきた国際

基督教大学の学長を務めていた絹川氏の発言には重み

があると言える｡

実際に21世紀答申においても､GPA制度は厳格な成

績評価の一例 として挙がっているに過 ぎない｡絹川

(2006)の言うように､｢一例｣として挙げることその

ものにも疑問はあるが､単位取得数が足 りていれば､

たとえすべてC判定の成績表でも卒業できることに比
●●●

べれば､歯切れは悪いが､成績評価の厳格化と言えな
●●●●
くもない｡

だが､大学審議会答申のような文章に例示された事

項は､一人歩 きし始めるのが残念なが ら現実でもあ

る (5)｡また実際に､上述の文部科学省による調査報

告 ｢大学における教育内容の改善等について｣(文部

科学省,2006)の ｢概要｣では,｢厳格 な成績評価

(GPA制度)の導入状況 163大学 (約24パーセント:

平成15年度)から195大学 (約28パーセント:平成16

年度)へ｣という記述がある (6)0 GPA制度を導入 し

ている大学数の増加をもって,日本の大学が成績評価

の厳格化に取 り組んでいると言っていると解釈されて

も仕方のない記述になっているのである｡

3.3.GPA制度導入の利点

このようにGPA制度自体は成績評価の厳格化にはあ

たらないので､GPA制度を導入 したからといって､教

育の質保証が可能になるわけではない｡また､GPAは

成績評価の結果の表現方法のひとつに過ぎないので､

実際の授業で適切な成績評価が実施されているかどう

かを示すものでもない｡だが､GPA制度の導入そのも

のは否定されるものではない｡GPA制度を導入するこ

とにより､学生が学習する環境を作る上でのメリット

(条件付の場合もあるが)がいくつかある｡

まず第 1には､学生が無計画 ･無目的に数多くの授

業に履修登録するのを防ぐことができ､その結果とし

て多人数授業の度合いを減らすことができる｡いずれ

の大学においても財政の厳 しい中で､学生に無制限に

授業を提供することはできない｡学生にも自分の履修

登録に責任を持ってもらうことで､結果として各授業

において受講生によりきめ細かな指導を行うことが可

能になる｡また学生自身にとっても､履修登録科目を

決める前にシラバスを熟読する等 して当該の授業科目

についてよく考えることは､授業を受けるための準備

を整えることにもつながる｡

さらにGPA制度は､学生に対する履修相談制度 (ア

カデミック ･ア ドバイザー制度等)と組み合わせるこ

とで､学生に対する教育指導をより的確に実施できる

可能性を高める機能を持っている｡

西垣 (2003)では､遠隔地キャンパスを持つ大学の

教務担当者に対 して､GPA制度を導入 した場合のメリ

ットとして考えられることについて調査 した｡その結

果､遠隔地キャンパスの学部等からは､GPAのような

数値を利用することで､学生の学業不適応等を早期に

発見できる可能性が高まり､有効であるとの答えが得

られた｡また､絹川 (2003)は国際基督教大学での実

7
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践について報告し､GPA値が降下 し始めた時点で学生

への相談やアドバイスを行うことで､学業不振などを

防げると述べている｡

3つめのメリットとして考えられるのは､大学を超

え､国境を越えた学生の移動を容易にする可能性があ

ることである｡高等教育のグローバル化が進展する中､

アジア太平洋単位互換協定やヨーロッパ単位互換協定

などの枠組みも整いつつある｡ボローニヤプロセスの

ように学位の共通化の動きもある｡･そのような中､世

界で広 く使われている成績評価段階 (大阪市大におけ

る現行の優良可 (ABC)よりも段階が細かい段階)や

GPA制度を導入することは､大学教育の国際化に参加

する上で､将来的にメリットになる可能性がある｡ま

た､そのような環境が学生自身により高い目標を持た

せ､学習意欲を促進するとも考えられる｡

このように､GPA制度は単に形式的に導入するので

はなく､十分に効果的に運用すれば､学生の学習を促

進 しうるものなのである｡このような観点から検討す

ると､北海道大学の次の取 り組みは注 目に値する｡

北海道大学では､2005年度から ｢秀｣評価 とGPA制

度の導入を行った｡21世紀答申以前やその直後には､

｢優良可｣よりも段階数の多い成績評価やGPA制度を

導入 している大学は､国際基督教大学のように以前か

らそのような制度を運用していた大学か､青森公立大

学や国際教養大学のような新設大学であった｡そのた

め､それらの制度を導入することで､学生の学びや大

学の教育がどのように変化したのかを検討することは

できなかった｡

だがここにきて､当該大学としてどのような教育を

目指すのかについて全学的に議論することを通じて､

新 しい成績評価制度の導入に踏み切った大学もでてき

た｡北海道大学はその代表例であると言え､導入の経

緯やその後の経過は北海道大学のwebページに詳しく

記載 されている (http://infomain.academic.hokudai.

ac.jp/GPA/gpajyogen.htm;RetrievedJanuary,25,2007).

北海道大学の取 り組みで注目されるべ きは､GPA制度

等を取 り入れたことではなく､それらに伴う学生の履

修行動等の変化を調査､検討 していることである｡新

制度の導入後､学生の学習実態等にどのような変化が

あったのか､webサイ トやニューズレター等に速報が

随時掲載されてお り､学生の科目履修動向や図書館の

利用頻度等に変化が見られたことが報告されている｡

本稿でも述べてきたように､GPA制度等は成績評価

の厳格化と直接つながるものではないが､連用の方法

次第で､学生の学習に影響を与えるとも考えられる｡

また教員の側に対 しても､基礎科目や語学科 目のよう

に同一科 目で複数の授業が展開される場合などにおい

て､教員同士が授業の内容や評価方法についてディス

カッションをする機会を増やすことに結果的につなが

ることがあ り､FDとしての効果も期待されうる (向,

2007)｡それぞれの教育理念や教育 目標に基づいて実

際に導入を決めた大学において､新制度が大学の教育

に具体的にどのような成果となって現れるのかは､こ

れから成績評価制度のあり方を検討す る大学にとって

も､有益な情報となるだろう｡

4.適切な成績評価制度作 りに向けて残されている

課題

本稿でここまで述べてきたことをまとめると､次の

ようになる｡まず第 2節で､成績評価には教育の質保

証機能と学生の学習姿勢を形成する機能の2つの機能

があり､それぞれの機能が十分に果たされているかを

検証するためには､GPA値やA評価の割合といった成

績評価の結果だけではなく､教育現場においてどのよ

うなプロセスで成績判定がされているのかについて､

踏み込んだ検討が必要であることについて準べた｡そ

して第3節では､シラバスやGPA制度を機械的に導入

するだけでは､適切な成績評価制度を実現できないこ

とについて論 じた｡本節ではこれらを踏まえ､適切に

機能する成績評価制度作 りに向けて､残されている検

討課題を整理する｡

4.1.授業における成績評価プロセスの調査

まず第 1の問題点は､第2節でも述べたように､実

際に成績判定が行われる各授業においてどのようなプ

ロセスで成績判定がなされているのか､それぞれの授

業の到達目標に即 した試験が適切に実施されているの

か等について､実態の解明が進んでいないことである｡

この点が明らかにならないことには､Hu (2006)が

成績インフレや成績圧縮の始まりとして指摘 している

8
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成績不平等が蔓延 しているのかどうかもわからない｡

この点について､西垣 (2004)は国立の総合大学で

405名の教員を対象に対 して質問紙調査を行った｡成

績不平等についてのデータではないが､成績評価が学

生の学習姿勢を形成する機能の実態を主眼に成績評価

の実施状況について尋ねた｡その結果､担当している

授業での試験に際して､教科書やそれに準 じる資料を

丸暗記するだけでは答えられない問題を出題する教員

が7割以上いた｡また､授業で使用 している問題集か

らの丸写 しの試験問題を利用する教員は 1割程度 しか

いなかった｡これらのことから､第 2節でのべた ｢ご

まかし勉強｣を助長してしまうような不適切な試験問

題の使用は､大学においてはあまり蔓延 していない可

能性は示唆された｡

だがその一方で､テス トやレポー トを受講生に返却

している教員は､それを希望する学生が 7割を超える

にも関わらず､半数程度と少なかった｡この調査では､

約半数の教員が ｢学生は単位を取得するために何をす

るべきかを理解 していない｣ と感 じており､学生の学

習態度の適切性については疑問が示 されていた t7'｡

だがそうであれば､テス トや レポー トも返却 しつつ､

大学での学業 とは如何なるものかについて教員からの

メッセージが送られる授業が展開されてしかるべきな

のだが､そのような授業は多 くはなかった｡

また串本 (2006)でも､学生に大学教育全般の印象

を4段階で尋ねたところ､｢教員は授業の準備を十分

にしている｣といった項 目に対する平均値は2.5-3

ポイント程度あるのに対 して､｢提出物はきちんと返

される｣｢返 された提出物には十分なコメントがつけ

られている｣ という項 目に対する回答の平均値は､

2.0-2.4程度で比較的低いことを報告 している｡ 授業

の準備には熱心でも提出物の返却は不十分 ということ

は､教員の側の意識にも成績評価には学習姿勢を形成

する機能があるという認識が薄い可能性がある｡

だがこの点については､教員の認識が薄いのか､気

持ちはあっても時間的コス ト等の問題で対応できない

のかはっきりしない｡いずれにせよ､授業において成

績判定がなされるまでのプロセスを調査 した研究は､

まだまだ少数にとどまってお り､調査範囲も限られて

いるのが現状であり､この観点からの成績評価の実態

9

解明が求められるところである｡そしてその結果に応

じて､ しかるべ きFDプログラムの整備や､教育環境

の整備が必要になる｡

4.2.成績評価の透明性の問題

第2の問題点は､日▲本の大学の成績評価の透明性に

関する問題である｡日本国内の大学で実施されている

成績評価について､本稿では ｢不適切な成績評価が行

われている｡または行われている可能性が高い｣とい

う書き方をしている｡不適切な成績評価が行われてい

る授業が存在することは確実であるとしても､実際に

どの程度の割合の授業で成績評価が不適切なのか､そ

の正確な実態はよくわからず､様々なうわさや体験談

が飛び交うのみだからである｡

確かに成績評価はデリケー トな問題であり､学生の

プライバシーへの配慮も必要なので､どうしても秘匿

性が高 くなりやすい作業ではある｡しかし､できる限

り透明性を高めるような施策を実施することで､おの

ずから各教員 も信頼性の低い成績評価は実行しづらく

なるので､Hu(2006)が問題にしていた成績不平等

が是正される可能性 も考えられ､成績評価の教育質保

証機能を強化する効果もあると推測できる｡

この点については､シラバスには各授業の到達目標

や成績評価基準が明示されるので､シラバスの普及は

成績評価の透明性 を高めることに役立つ と考えられ

る｡ただ日本の大学では､シラバスとは何か､何をど

のように書 くべきなのかについての理解が十分ではな

いことも多いとも言われる｡だが､それぞれの大学で

の教育改善システム (いわゆるpDCAサイクルなど)

の設計が第三者評価等を通 じて求められる昨今である

ことを考えると､シラバスへの授業の到達目標と成績

評価規準の記述が広まるのは時間の問題ではないかと

推測される｡

また､成績評価の結果である授業ごとの秀 ･優 ･

良 ･可 ･不可の分布を公開している例もある｡例えば

同志社大学では､2004年度から授業ごとの成績分布を

webで公開してお り､学外からも閲覧できる｡ 前述の

北海道大学でも同様の取 り組みがされている｡このよ

うな取 り組みの結果､教員の成績評価行動や学生の履

修行動､学習行動にどのような効果が見られるかはこ



西垣 ｢成績評価の何をどのように検討するべきなのか?｣

れからの検討事項であるが､成績分布の公開に踏み切

っている大学は学内公開も含めれば他にもあり､それ

らの大学における教育 ･学習の今後の展開を注目する

必要があるだろう｡

4.3.大学教育の目標と単位制鹿の再検討

第 3の問題点は､大きな課題ではあるが､大学教育

のあり方や単位制度の抜本的な再検討が本来は必要で

あるということである｡本稿でも触れてきたように､

日本の大学生の授業時間外学習時間は､少なくとも大

学設置基準に示されている基準には達しておらず､そ

れでも大多数の学生が留年も退学もせずに卒業してい

るということは､大学設置基準による単位制度という

基準に照らして言うと､成績評価が厳格ではない実情

がある｡

ただし､現在の大学設置基準の内容も含め､単位制

度のあり方については議論のあるところである (舘,

2006;西垣,2005)(8)｡また､上述のように厳密には

大学設置基準どおりに単位制度が運用されているとは

言いがたい状況であるとはいえ､日本の大学が ｢不適

格な卒業生｣を量産しているかと言うと､見方によっ

ては必ずしもそうとは言い切れないだろう｡成績評価

の厳格化を頑なに求める前に､そもそも大学教育が目

指す教育目標は何であるのか､大学を卒業した学生が

身につけているべき力とは何かについて､まずは根本

的に問い直されなければならない｡このような根本的

な問いへの回答がなければ､いったい何を基準に､

｢厳格な成績評価｣を実施すればよいのかが分かりよ

うもないからである｡

つまり適切な成績評価を実現するためには､各教員

による授業設計や授業評価 (成績評価等)に対する意

識や技能の向上という最終的には教貞個人に帰属する

取組みと､大学全体での教育目標の設定とカリキュラ

ムの整備､さらには学生の学習環境の整備という組織

的な取組みの両方が必要なのである｡そもそも大学教

育が目指す教育目標は何であるのか､大学を卒業した

学生が身につけているべき力とは何かについて根本的

に問い直しつつ､大学教育における学生の学習の成果

を適切に評価する方法とシステムについて議論を重ね

なければならない｡
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注釈

(1)この他に､ピッツバーグにあるPointParkUniversityで

は､担当している授業の受講生半数以上にA評価を出し

ていた教員6名に対する報奨金を､2000ドルから1000ド

ルに減らしたという例もある (Smal1wood,2004)0

(2)信州 ･地域連携プロジェクト (2005)は大学生の学習

実態について調査 し､753名の大学生から回答を得た｡

その中で､授業時間外学習が週 1時間未満であった学生

にその理由を尋ねたところ､多かった回答は ｢意欲がわ

かなかった｣｢しなくても授業が理解できた｣であった｡

｢単位がもらえると思った｣という選択肢は用意されて

いなかったので､成績評価の甘さの影響を直接知ること

はできないが､学生が授業時間外学習を必要 と思ってい

ないことは伺える｡

(3)通常､丸暗記ではたくさんの量を覚えることはできな

い｡我々が普段何かを記憶するときには､記憶する内容

を理解 した上で､他の様々な事柄と関連付けながら記憶

する｡これを認知心理学では精微化という｡そしてどの

ように精微化するかは､学習者が自分で考えたほうが効

果は高い (自己生成効果)｡学習内容が十分に多かった

ころは､このような学習者自身による精微化作業がなけ

ればテストに臨むことができなかったというのが､藤揮

(2002)の主張である｡

(4)実際に藤滞 (2002)では､首都圏に住む高校生を対象

(1994-96年に高校に在学 している78名)に調査 し､約

半数がごまかし勉強を正 しい学習方法と信 じていること

を報告 している｡

(5)筆者がある大学の関係者になぜGPA制度導入を検討す

るのかと尋ねたところ､｢21世紀答申に書いてあること

は､とにかく全部実行することにした｣という回答を得

たことがある｡

(6)この記述は ｢概要｣における記述であり､｢詳細｣の部

分まで読むとGPA制度は ｢例｣として扱われている｡ し

かし､GPA制度以外の他の例が掲載されているわけでは

ない｡

(7)大学生にもごまかし勉強が葦延しているかどうかにつ

いて､西垣 ･矢部 (未発表)は地方国立大学の220名の

学生を対象に質問紙調査を行い､学生から見て成績評価

が厳しい授業 (難授業)と甘い授業 (易授業)の間での

学生の学習行動を比較 した｡その結果によると､易授業

では学生は学習方略 (学習をする上での工夫)を使用し

ない傾向があった｡それに対して難授業では､理解方略

や精微化方略といった認知心理学的に見て正 しい学習方

略も多く使われるが､丸暗記も易授業より多く､解釈に

慎重を要する結果となっていた｡

(8)例えば､大学設置基準では4年で124単位以上が卒業用

件となっているが､1セメスター15週であるので､lセ

メスターあたりの取得単位は15単位､4年で120単位で
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ある (舘,2006)｡
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